
 

する。 
・労使団体等は連携して、民間主導の仕事と生活の調和に向けた気運の醸成などを行

う。 
・労使は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ、労働契約を締結し、又は変更す

べきものとする。 
（国民） 

・国民一人ひとりが、個々人の多様性を理解し、互いに尊重し合う。 
・自らの仕事と生活の調和の在り方について考え、周囲の理解を得ながらその実現を

目指す。 
・家庭や地域の中での自らの役割を認識し、積極的な役割を果たす。 
・消費者の一人として、サービスを提供する労働者の働き方に配慮する。 

（国・自治体） 
・全国や地域での国民の理解や政労使の合意形成を促進する。 
・地方の実情に即した、仕事と生活の調和の実現に向けた住民の理解や合意形成を促

進する。 
・次世代育成に対する企業の取組促進のための対策の検討等を進め、生活の時間の確

保や多様な働き方を可能とする雇用環境整備を目指した制度的枠組みを構築する。 
・働き方に中立的な税・社会保障制度の在り方を検討する。 
・経済全体の生産性の向上を図っていく観点から、中小企業等の生産性向上（地域資

源活用促進プログラムによる新事業創出支援、ＩＴを活用した財務会計の整備、下

請適正取引等の推進や資金供給の円滑化等）など包括的な取組を引き続き着実に推

進する。 
・先進企業の好事例等の情報の収集・提供・助言、中小企業等が行う労働時間等設定

改善の支援等、仕事と生活の調和の実現に取り組む企業を支援する。ＮＰＯ等の活

動を通じて中小企業経営者等の取組の促進を図る。 
・労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法等関係法令の周知を図ると。 
・顕彰制度や企業の取組の診断・点検を支援すること等により、積極的取組企業の社

会的な評価を推進する。 
・働く者等の自己啓発や能力開発の取組を支援する。 

◆就労による経済的自立 

（企業と働く者） 
・就職困難者等を一定期間試行雇用するトライアル雇用などを活用しつつ、人物本位

による正当な評価に基づく採用を行う。 
・パート労働者等については正規雇用へ移行しうる制度づくり等を行う。 
・就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。 

（国・自治体） 
・一人ひとりの勤労観、職業観を育てるキャリア教育を学齢期から行う。 
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